
１）鎌倉市議会平成 24年 12月定例会での報告内容について 

 

１ 報告事項  

「武田薬品湘南研究所による漏出事故後の状況について」 

 

２ 報告日等  

平成 24年 12月 12 日（水）観光厚生常任委員会 

 

３ 報告内容  

資料 1－1のとおりです。 

なお、報告に伴う資料は、次のものを使用しました。（資料番号は議会提示資料番号） 

資料１ 平成 23年 12月 26日付、市長から武田薬品への要請文 

資料２ 平成 23年 6月 2日開催の連絡会資料 

※当連絡会での資料であるため、添付省略しました。 

資料３ 武田薬品との協定書に基づく覚書 

 

４ 報告に対する質問等 

資料 1－2のとおりです。 

 

 

 



○「武田薬品湘南研究所による漏出事故後の状況について」報告内容 

 

鎌倉市議会平成 24年 12月定例会 観光厚生常任委員会 

平成 24 年 12月 12日（水） 

 

平成 23年 11月 30 日に、武田薬品工業株式会社湘南研究所で発生した汚染水漏出事

故については、同年 12 月 21 日開催の観光厚生常任委員会に、漏出事故の状況、事故

後の対応を報告しており、その後、委員各位に 12 月 21 日付で、武田薬品から市に提

出された「事故の再発防止策を含めた報告書」及び同社への指導・注意等に関する文

部科学省の報道発表資料をお届けしています。 

さらに、資料１のとおり、市長から 12月 26日付で、武田薬品に対して文書により、

湘南研究所の安全・安心の確保について要請を行いました。 

また、本年 2 月 28 日開催の当委員会での、「武田薬品湘南研究所との間に鎌倉市が

市民・専門家を加えた安全協議会を設置するよう求める陳情」の審議に伴い、地域住

民の代表・鎌倉市・武田薬品との間で設置している連絡会の状況、この連絡会で必要

に応じて専門家参加の対応をする考えであること、現状で連絡会の傍聴は認めていな

いが会議の議事禄・資料等は全て公開していることなどを理由に、現時点で、新たに

陳情にある安全協議会を設置することは考えていないことをご説明しています。 

こうした経緯を含めまして、漏出事故後の状況についてご報告します。 

資料２をご覧ください。 

武田薬品は、国の指導も受けて漏出事故を起こした設備の原因究明と再発防止策を

平成 23 年 12 月中に完了させ、本年に入って、包括的対策を検討して類似設備を含め

た対策を平成 24年 2月に完了させています。 

なお、その状況については、鎌倉市も条例に基づく許可権限を持つ藤沢市とともに、

立ち入り調査により確認しています。 

その後、武田薬品は、研究所全体の安全性評価について、外部機関に調査を依頼し

ています。 

外部機関による遺伝子組み換え関連排水施設の調査も 6 月に終了しています。現在

は、研究所全体の調査も終了し、外部機関から指摘された事項の改善等に取り組んで

いるところです。 

なお、こうした取り組みは、鎌倉市にも報告書が提出される予定です。 

さて、連絡会の開催ですが、平成 24年 6月 2日に、本年度第 1回の連絡会を開催し

ております。 

本市からは、市議会に提出された陳情と、審議に伴う市の説明内容、武田薬品との

協定書第 22 条の運用について藤沢・鎌倉・武田との協議状況、また、平成 24 年 4 月

から 5 月にかけて、市民から市へ提出された「研究所施設の実験廃液の一括処理施設

の稼働中止を求める要請」等と、「昨年の事故時に国も立入調査を行い、現場を確認し
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ており、今後も、条例に基づく権限を持つ藤沢市と連携を取りながら対応していくた

め、現時点で、要請にある申し入れを行う段階とは考えていない」という回答をして

いる状況を説明しました。 

また、武田薬品からは「環境測定結果報告」のあと、昨年の「漏出事故関連報告」

として、先ほど一部をご報告しましたが、事故の再発防止策について類似設備を含め

て完了させた後、研究所全体の安全性評価について、平成 24年 9月中の終了を目途に

外部機関に調査を依頼して、指摘事項の改善に取り組む予定について、説明がありま

した。 

連絡会での主な質疑は、資料２に記載のとおりですが、内容は、出席者の確認を得

た後、資料と合わせて本市及び武田薬品のホームページ上でも公開しています。 

その後平成 24 年 11 月に、武田薬品からは、外部機関の調査も終了し、研究所全体

の改善の取り組み状況について、次回の連絡会で説明したいとの意向が示されました

ので、藤沢市とも連携をとりつつ、開催日を調整している状況です。 

また、資料３として、武田薬品との協定書に基づく覚書を用意していますが、武田

薬品からは、法令改正等の状況を踏まえて、排出基準の管理目標の一部修正に関して

打診を受けましたので、これについての対応も検討しています。 

修正するのは、1,1－ジクロロエチレンの数値と、新たに 1,4－ジオキサンが項目と

して加わります。 

修正する管理目標は、法令基準を上まわるものとなるものと考えていますが、覚書

の一部改定などについては、委員各位に情報提供等したいと考えております。 

 



○報告に対する質問等 

 

鎌倉市から鎌倉市議会への報告に対する観光厚生常任委員会での質問等は次のとお

りでした。 

 

委員：漏水事故後、研究所全体の調査を外部機関が実施し、秋ごろにその調査

結果が出ることになっていたが、結果は出ているのか。 

環境保全課：外部機関の調査報告書が武田側に提出されていることは承知している。 

   委員：そのような報告は早くしてほしい。不安に思われている市民もおり、事

故後一年以上議会に報告がなかった。現状をこまめに報告するように働き

かけてほしい。 

環境保全課：外部調査機関の指摘に伴う改善策の取り組みについては、市民が分かり

やすく安全・安心を感じられるような報告内容にしてほしいと要請してい

る。また、ご指摘のあったことも、機会あるごとに報告するようにしたい。 

   委員：市長から武田に安全安心確保について要請していることも踏まえて、武

田に対して外部機関の調査報告についても、市民にきちんと説明する場を

設けるよう武田側に伝えてほしい。 

環境保全課：本日の議会での議論の状況については、連絡会を通じて武田や住民に伝

えたい。 

   委員：国の基準からみてどうなのかと、市民から指摘されている。遺伝子組み

換え生物の排水処理について、市はどのような認識を持っているのか。 

環境保全課：ご指摘の処理方法については、法令が整備され、国の権限のもとで安全

が確保されていくものであり、今回の事故後、国も立入調査を行い指導し

ている。対策は終了し、法令違反はないと考える。 

ただ、市民の中には、不安に思われる方も多いと思うので、不安解消の

ためのアナウンスは必要であり、連絡会を通じて武田にも伝えたい。 
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